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国　税／�8月分源泉所得税の納付� 9月10日
国　税／�7月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

� 9月30日
国　税／�1月決算法人の中間申告� 9月30日
国　税／�10月、1月、4月決算法人の消費税等の中間申告

（年3回の場合）� 9月30日

9 2014（平成26年）

地方法人税　法人税を納める義務のある法人が、法人税額に4.4％の税率を乗じた額を納
める国税。消費税率引上げにより、地方団体間の税収格差が拡大することから、財政力
格差の縮小を目的に創設された税で、地方法人税収全額を地方交付税として、地方団体
に配分します。本年10月１日以後に開始する事業年度から適用されます。
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９月号─2

　

労
働
基
準
法
は
、
一
日
八
時
間
・

一
週
四
〇
時
間
（
※
）
の
法
定
労
働

時
間
を
超
え
る
時
間
や
、
深
夜
（
午

後
十
時
か
ら
午
前
五
時
ま
で
）
お
よ

び
法
定
休
日
に
労
働
さ
せ
た
使
用
者

に
対
し
、
一
定
以
上
の
率
で
計
算
し

た
割
増
賃
金
の
支
払
い
を
義
務
づ
け

て
い
ま
す
。

　

現
在
の
算
出
方
法
が
適
正
な
も
の

と
な
っ
て
い
る
か
を
確
か
め
て
い
き

ま
し
ょ
う
。

※
商
業
、
映
画
・
演
劇
業
（
映
画
製

作
の
事
業
を
除
く
）、
保
健
衛
生

業
及
び
接
客
娯
楽
業
で
あ
っ
て
、

常
時
使
用
す
る
労
働
者
数
が
一
〇

人
未
満
の
事
業
場
は
、
週
法
定
労

働
時
間
を
四
四
時
間
と
す
る
特
例

が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

一
　
賃
金
不
払
残
業
の
動
向

　

ま
ず
は
、
全
国
の
労
働
基
準
監
督

署
に
よ
る
定
期
監
督
お
よ
び
申
告
に

基
づ
く
監
督
等
に
よ
り
、
不
払
い
の

割
増
賃
金
を
支
払
っ
た
企
業
の
動
向

か
ら
見
て
い
き
ま
す
（
平
成
二
十
四

年
度
に
お
い
て
一
企
業
の
支
払
額
が

合
計
一
〇
〇
万
円
以
上
と
な
っ
た
事

案
。
厚
生
労
働
省
発
表
）。

・
是
正
企
業
数　

一
、
二
七
七
社

・
支
払
わ
れ
た
割
増
賃
金
の
平
均
額　

一
社
あ
た
り
八
一
九
万
円
、
労
働

者
一
人
あ
た
り
一
〇
万
円

・
割
増
賃
金
を
一
、
〇
〇
〇
万
円
以

上
支
払
っ
た
企
業
数　

一
七
八
社

・
一
企
業
で
の
支
払
い
最
高
額　

五

億
四
〇
八
万
円
（
次
い
で
三
億
四
、

二
一
〇
万
円
）

　

こ
の
よ
う
に
多
く
の
企
業
が
是
正

に
よ
る
支
払
い
を
要
す
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
ま
し
た
。

二
　
割
増
賃
金
の
種
類
と
率

　

時
間
外
労
働
等
を
さ
せ
た
と
き
の

割
増
賃
金
の
率
は
次
の
と
お
り
で
す
。

①　

法
定
労
働
時
間
超　

二
割
五
分

以
上
（
※
）

②　

法
定
休
日
労
働　

三
割
五
分
以

上
③　

深
夜
業　

二
割
五
分
以
上

　

法
定
労
働
時
間
を
超
過
し
た
時
間

が
深
夜
に
及
ん
だ
と
き
は
①
と
③
を

合
算
し
五
割
以
上
、
法
定
休
日
労
働

が
深
夜
に
及
ん
だ
と
き
は
②
と
③
を

合
算
し
六
割
以
上
の
割
増
賃
金
を
支

払
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※
平
成
二
十
二
年
四
月
以
降
、
一
か

月
に
六
〇
時
間
を
超
え
る
時
間
外

労
働
を
さ
せ
た
と
き
、
①
の
率
が

「
五
割
以
上
」
に
引
き
上
げ
ら
れ
て

い
ま
す
。
た
だ
し
、
中
小
企
業
に

つ
い
て
は
当
分
の
間
、
こ
の
引
き

上
げ
が
猶
予
さ
れ
て
い
ま
す
。

三
　
割
増
賃
金
の
基
礎
と
な
る
賃
金

　

月
給
制
の
場
合
、
次
の
式
に
よ
り

一
時
間
あ
た
り
の
賃
金
を
求
め
た
う

え
で
割
増
賃
金
の
額
を
計
算
し
ま
す
。

　
「
月
給
÷
一
年
間
に
お
け
る
一
か

月
あ
た
り
の
平
均
所
定
労
働
時
間
」

四
　
除
外
で
き
る
賃
金

　

次
の
①
か
ら
⑦
に
該
当
す
る
賃
金

は
、労
働
と
直
接
的
な
関
係
が
薄
く
、

個
人
的
事
情
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ

て
い
る
等
の
理
由
か
ら
、
割
増
賃
金

の
計
算
の
基
礎
と
な
る
賃
金
か
ら
除

外
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

①　

家
族
手
当

②　

通
勤
手
当

③　

別
居
手
当

④　

子
女
教
育
手
当

⑤　

住
宅
手
当

⑥　

臨
時
に
支
払
わ
れ
た
賃
金

⑦　

一
か
月
を
超
え
る
期
間
ご
と
に

支
払
わ
れ
る
賃
金

　

な
お
、
①
か
ら
⑤
の
名
称
が
付
い

て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
除
外
で

き
な
い
こ
と
が
あ
る
点
に
注
意
を
要

し
ま
す
。

　

例
え
ば
、
①
家
族
手
当
に
つ
い
て

は
「
配
偶
者
は
一
万
円
、
そ
の
他
の

扶
養
家
族
は
一
人
に
つ
き
五
千
円
」

の
よ
う
に
家
族
の
人
数
に
応
じ
て
支

給
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
除
外
す
る

こ
と
が
可
能
で
す
が
、
扶
養
家
族
の

有
無
、
家
族
の
人
数
に
関
係
な
く
一

律
に
支
給
す
る
も
の
は
、
割
増
賃
金

の
計
算
の
基
礎
に
含
め
る
こ
と
と
な

り
ま
す
。

　

ま
た
、
②
通
勤
手
当
や
⑤
住
宅
手

当
も
同
様
で
あ
り
、
実
際
の
通
勤
や

住
宅
に
要
す
る
費
用
に
応
じ
て
支
給

さ
れ
る
手
当
は
除
外
可
能
で
す
が
、

そ
れ
ら
に
関
係
な
く
全
員
に
対
し
て

一
律
の
金
額
を
支
給
す
る
も
の
は
割

増
賃
金
の
計
算
の
基
礎
か
ら
除
外
す

る
こ
と
が
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
に
、
除
外
可
能
か
ど
う

か
は
名
称
だ
け
で
は
な
く
、
実
態
に

よ
り
判
断
し
て
い
く
こ
と
と
な
り
ま

す
。

五
　
定
額
の
時
間
外
手
当

　

定
額
の
時
間
外
手
当
が
、
実
際
の

残
業
時
間
に
基
づ
い
て
計
算
し
た
額

割
増
賃
金
の

　支
払
い
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よ
り
低
い
額
で
あ
っ
た
と
き
は
、
不

足
分
の
割
増
賃
金
の
支
払
い
を
要
し

ま
す
。

　

な
お
、
割
増
賃
金
の
未
払
い
に
つ

い
て
は
付
加
金
（
※
）
の
支
払
い
を

命
じ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、

労
働
時
間
管
理
や
割
増
賃
金
の
支
払

い
は
適
正
に
実
施
を
し
て
お
き
た
い

と
こ
ろ
で
す
。

※
付
加
金

　
　

裁
判
所
は
、
労
働
者
の
請
求
に

よ
り
、
未
払
金
と
同
一
額
の
付
加

金
の
支
払
い
を
使
用
者
に
対
し
て

命
ず
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
労
働

基
準
法
）。

　

定
額
の
時
間
外
手
当
を
既
に
導
入

し
て
い
る
会
社
お
よ
び
今
後
の
導
入

を
検
討
し
て
い
る
会
社
は
、
金
額
の

設
定
や
時
間
管
理
の
方
法
に
気
を
配

り
な
が
ら
実
施
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

導
入
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の
対
応

を
し
な
が
ら
進
め
て
い
き
ま
す
。

①　

定
額
の
時
間
外（
ま
た
は
休
日
・

深
夜
）
手
当
は
、
法
定
の
割
増
率

で
計
算
し
た
金
額
以
上
と
す
る
。

②　

①
は
、
何
時
間
分
の
手
当
で
あ

る
か
を
明
確
に
す
る
。

③　

②
の
時
間
を
超
過
し
た
時
間
に

対
し
て
は
、
別
途
割
増
賃
金
を
支

払
う
。

　

ま
た
、
明
示
の
際
は
口
頭
の
み
の

通
知
と
せ
ず
、
雇
用
契
約
書
や
労
働

条
件
通
知
書
に
お
い
て
、
①
の
金
額

や
②
の
時
間
を
表
示
し
、
時
間
の
経

過
と
共
に
労
使
双
方
の
認
識
に
違
い

が
生
じ
な
い
よ
う
留
意
し
ま
す
。

六
　
管
理
職
に
対
す
る
割
増
賃
金

　

管
理
監
督
者
に
つ
い
て
は
、「
労

働
時
間
、
休
憩
及
び
休
日
に
関
す
る

規
定
は
適
用
し
な
い
」
と
定
め
ら
れ

て
い
る
た
め
、
時
間
外
労
働
や
休
日

出
勤
を
し
て
も
そ
れ
に
対
す
る
割
増

賃
金
を
支
払
う
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
管
理
監
督
者
に
当
て
は

ま
る
か
ど
う
か
は
役
職
名
で
は
な
く
、

そ
の
社
員
の
職
務
内
容
、
責
任
と
権

限
、
勤
務
態
様
、
待
遇
を
踏
ま
え
て

実
態
に
よ
り
判
断
す
る
た
め
、
肩
書

き
を
付
け
た
こ
と
を
も
っ
て
「
割
増

賃
金
を
支
払
わ
な
く
て
も
よ
い
」
と

は
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

管
理
監
督
者
の
範
囲
は
、
厚
生
労

働
省
等
が
発
行
し
て
い
る
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
を
参
照
ま
た
は
労
働
基
準
監
督

署
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

七
　
年
俸
制
適
用
者
の
割
増
賃
金

　

年
俸
制
の
適
用
を
受
け
る
労
働
者

は
割
増
賃
金
の
支
払
い
を
除
外
さ
れ

て
い
ま
せ
ん
の
で
、
年
俸
額
を
十
二

分
割
し
、
そ
の
額
を
平
均
所
定
労
働

時
間
数
で
除
し
て
一
時
間
あ
た
り
の

金
額
を
求
め
、
割
増
賃
金
を
計
算
し

ま
す
。

　

な
お
、
年
俸
額
に
時
間
外
労
働
に

対
す
る
手
当
を
含
め
た
も
の
と
し
て

支
給
す
る
場
合
は
、
前
記
「
五　

定

額
の
時
間
外
手
当
」
の
①
か
ら
③
と

同
様
の
対
応
を
し
て
い
き
ま
す
。

八
　
休
日
振
替
と
代
休

①　

休
日
振
替

　
　

あ
ら
か
じ
め
法
定
休
日
を
他
の

労
働
日
と
交
換
し
て
労
働
さ
せ
、

事
前
ま
た
は
事
後
に
休
日
を
与
え

ま
す
。
こ
の
場
合
、
当
初
休
日
で

あ
っ
た
日
に
労
働
さ
せ
た
こ
と
に

つ
い
て
は
休
日
労
働
に
な
り
ま
せ

ん
。

　
　

し
た
が
っ
て
、
法
定
休
日
労
働

に
対
す
る
三
割
五
分
以
上
の
率
で

計
算
し
た
割
増
賃
金
は
不
要
で
す
。

た
だ
し
、
振
り
替
え
て
労
働
さ
せ

た
こ
と
に
よ
り
一
週
間
の
労
働
時

間
が
四
〇
時
間
を
超
過
す
る
場
合

は
、
週
の
法
定
労
働
時
間
を
超
過

し
て
労
働
さ
せ
た
こ
と
に
対
し
二

割
五
分
以
上
の
率
で
計
算
し
た
割

増
賃
金
を
支
払
い
ま
す
。

　
　

振
替
を
有
効
に
行
う
た
め
に
は
、

就
業
規
則
等
に
「
業
務
上
必
要
の

あ
る
と
き
は
、
休
日
を
他
の
日
に

振
り
替
え
る
事
が
あ
る
」
旨
の
規

定
を
定
め
て
お
き
ま
す
。
通
達
に

お
い
て
は
「
で
き
る
限
り
、
休
日

振
替
の
具
体
的
事
由
と
振
り
替
え

る
べ
き
日
を
規
定
す
る
こ
と
が
望

ま
し
い
」、「
振
り
替
え
る
べ
き
日

に
つ
い
て
は
、
振
り
替
え
ら
れ
た

日
以
降
で
き
る
限
り
近
接
し
て
い

る
日
が
望
ま
し
い
」
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

②　

代
休

　
　

あ
ら
か
じ
め
休
日
の
振
替
を
行

わ
ず
に
法
定
休
日
に
労
働
さ
せ
、

事
後
に
代
休
を
与
え
た
場
合
が
該

当
し
ま
す
。
こ
の
場
合
は
、
法
定

休
日
の
労
働
に
つ
い
て
三
割
五
分

以
上
の
率
で
計
算
し
た
割
増
賃
金

を
支
払
い
ま
す
。

九
　
時
間
外
労
働
協
定（
三
六
協
定
）

　

時
間
外
労
働
や
休
日
労
働
を
さ
せ

る
と
き
は
、
労
使
協
定
を
締
結
し
、

労
働
基
準
監
督
署
に
届
出
を
し
ま
す
。

　

な
お
、
協
定
の
内
容
は
、
従
業
員

に
周
知
す
る
義
務
も
あ
り
ま
す
の
で

見
や
す
い
場
所
に
掲
示
す
る
等
の
措

置
を
と
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。



９月号─4

　障害者雇用納付金制度は、現在、常用雇
用労働者数が200人を超える事業主を対
象として実施されています。
　来年度からは常用雇用労働者数100人
超の事業主が対象とされますので、該当し
ている場合は取り組みを行う必要があるこ
とを念頭に置きながら、準備を行っていき
ましょう。
　受け入れ体制や施設の整備等に時間を要
するものもありますので、未着手の企業に
ついては早めに着手をしていきたいところ
です。

　障害者雇用納付金制度の適用対象になる
と、次のものが生じます。
①　障害者雇用納付金の申告
②　障害者の法定雇用率（※）を下回る場
合は、障害者雇用納付金を納付する

③　法定雇用率を上回るときは、調整金が
支給される
※　法定雇用率
　　一般の企業では2.0％とされます。こ
れは、労働者50人につき１人の障害者
雇用義務があることを表します。

　納付金は、雇用すべき障害者数を下回る
ときに、不足数１人につき月額５万円（企
業規模に応じ、一定期間は４万円）です。
　不足数の１年分を合計して算出しますの
で、「各月の不足数の年度合計×５万円（又
は４万円）」が納付金の額となります。納
付金の額が100万円以上になる場合は、
３分割納付が認められます。
　一方、雇用すべき障害者数を上回って雇
用している企業に対し支給される調整金は、
超過１人につき月額2.7万円です。こちら
も年度の超過数を合計して算出します。
　障害者雇用については、ハローワーク・
都道府県労働局にお問い合わせください。

　平成26年４月から国民年金保険料の免
除等申請をできる期間が拡大されました。
　これまでは、さかのぼって免除申請がで
きる期間は申請時点の直前の７月（学生納
付特例は４月）までとされていました。
　この期間が改正され、保険料の納付期限
から２年を経過していない期間（申請時点
から２年１か月前までの期間）について、
免除申請ができるようになりました（学生
納付特例も同様）。
　過去に所得が少ない期間等があり未納の
場合は免除申請を行っておきましょう。
　また、災害や失業を理由とした特例免除
（前年所得が多い者も対象とする）もあり
ます。
　免除等の申請が遅れると、障害の状態が
生じたときや死亡した際に、障害年金や遺
族年金が支給されないこともありますの
で、できる限り早めに行っておくとよいで
す。

　
こ
の
制
度
は
、
中
小
企
業
の
賃
金

と
業
務
の
改
善
を
国
が
支
援
し
、
従

業
員
の
賃
金
引
上
げ
を
図
る
た
め
の

も
の
で
す
。

　
次
の
事
項
を
実
施
し
た
場
合
に
、

業
務
改
善
に
要
し
た
経
費
の
二
分
の

一
（
企
業
規
模
三
〇
人
以
下
の
事
業

場
は
四
分
の
三
）
を
助
成
す
る
制
度

で
す
。
助
成
の
上
限
額
は
一
〇
〇
万

円
、
下
限
は
五
万
円
（
小
規
模
企
業

は
七
万
五
、〇
〇
〇
円
）
で
す
。

①
　
事
業
場
内
の
最
低
賃
金（
八
〇
〇

円
未
満
）
を
、
四
〇
円
以
上
引
き

上
げ
る
計
画
を
作
成
・
実
施
。

②
　
業
務
改
善（
賃
金
制
度
の
整
備
、

就
業
規
則
の
作
成
・
改
正
、
労
働

能
率
の
増
進
に
資
す
る
設
備
・
器

具
の
導
入
、
研
修
等
）
の
計
画
を

作
成
・
実
施
。

　
都
道
府
県
労
働
局
が
問
い
合
わ
せ

窓
口
と
な
り
ま
す
。

障害者雇用納付金制度　平成27
年4月より対象事業主が拡大

国民年金保険料の
免除等申請期間が拡大業

務
改
善
助
成
金
制
度


